
臨時選挙管理委員会議事録 

 

 下記のとおり臨時選挙管理委員会を開催したので、議事の要旨について記録

する。 

１．日 時  令和8年2月8日（日）11時00分～11時50分 

２．場 所  半田市役所 3階 会議室303 

３．出席者  （委員長）成田吉毅 

（委員）服部裕子、尾前宣男、前田早苗 

       （事務局）総務部長、石島書記長、竹内書記、木原書記 

４．議 題 (1)令和7年12月16日開催の定例選挙管理委員会の会議録について 

      (2)専決した告示について 

(3)衆議院議員総総挙の有権者数について 

(4)衆議院議員総選挙について 

(5)その他 

次回、次々回選挙管理委員会について 

 

【議事】 

委員長 委員会の開催宣言。 

議題（1）「令和 7年 12月 16日開催の定例選挙管理委員会議事録につい

て」事務局に説明を求めた。 

事務局 「令和 7年 12月 16日開催の定例選挙管理委員会議事録について」を説

明した。 

委員長 事務局の説明に質問、意見等がないか確認した。 

委員 誤字等について指摘。 

事務局 訂正する。 

委員長 これ以外に指摘等ないことを確認し、事務局作成の議事録について、

承認することを決定した。 

半田市選挙管理委員会規程第14条に基づき、会議録署名委員を輪番制

により指名した。 

議題（2）「専決した告示について」事務局に説明を求めた。 

事務局 議題（2）「専決した告示について」は、選挙執行に関して公職選挙法

等の規定に基づき所要の告示を説明した。告示した内容の詳細について

は、以下に記載の選挙管理委員会告示を第１号から９号まであることを

報告した。 

 
①１月２３日告示 
 告示第１号 ポスター掲示場の設置に関する告示 
 告示第２号 投票所の氏名掲示の掲示順を定めるくじに関する告示 
②１月２７日告示 
 告示第３号 投票管理者を選任する告示 
 告示第４号 開票管理者を定める告示 
告示第５号 開票所の場所及び日時を定める告示 
告示第６号 開票立会人を定めるくじに関する告示 

 告示第７号 投票所を定める告示 

 告示第８号 国民審査に付される裁判官の氏名掲示の場所に関する 

告示 

 告示第９号 地方自治法等の直接請求に関する告示 

 



委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員長 意見等はないため、議題２について、事務局説明のとおり承認するこ

とを決定した。 

次に、議題（3）「衆議院議員総選挙の有権者数について」事務局に説

明を求めた。 

事務局 議題（3）「衆議院議員総選挙の有権者数について」は、各投票区別、

男女別の当日の有権者数について説明した。 

※衆議院議員総選挙の有権者は男 47,298 人、女 46,773 人、計 94,071

人。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員長 意見等はないため、議題（3）について、事務局説明のとおり承認す

ることを決定した。 

次に、報告事項として「議題（4）衆議院議員総選挙について」事務

局に説明を求めた。 

事務局 議題（4）「衆議院議員総選挙について」を説明した。 

 立候補者については、選挙区が 3 名であること、比例代表が 11 政

党であること、国民審査に付される裁判官が２名であることを説明し

た。 

また、当日 10時 30分までの投票者数を資料に基づいて説明した。 

※期日前投票の投票者数は、21,018 人、10 時 30 分までの投票者数は

10,256人。 

加えて、開票立会人は届け出に基づき、選挙区及び比例区、各 3名

計 6名を選任したことを説明した。 

 （1）立候補者等（選挙区・比例代表・国民審査）について 

（2）投票の状況について 

①期日前投票者数について 

   ②当日（10時30分時点）の投票者数について 

  (3)開票立会人の選任について 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員長 意見等はないため最後に、次回、次々回選挙管理委員会についての日

程を確認。 

次回の委員会については、令和8年2月16日（月）午前9時30分から会議

室402で開催すること。 

次々回の委員会は、令和8年4月23日（木）午前9時30分から、会議室303

で開催することについて確認した。 

委員会の閉会宣言。 

 

上記議事録に相違ないことを確認しました。 

 

  令和８年  月  日 

             委員長                    

 

             委 員                    


